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田原市空き家・空き地バンク実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内における空き家及び空き地（以下「空き家等」とい

う。）を有効に活用することにより、定住人口増加のための誘導及び推進を図

り、もって地域の活性化及び地域コミュニティの維持に繋がる、魅力あるま

ちづくりに寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 空き家 個人又は法人が居住を目的として建築し、現に居住していない

（近く居住しなくなる予定のものを含む。）市内に存在する建物及びその

敷地をいう。 

(2) 空き地 個人又は法人が居住を目的として建物を建築することができ、

現に使用していない（近く使用しなくなる予定のものを含む。）市内に存

在する土地をいう。 

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他権利により当該空き家等の売却

又は賃貸を行うことができる個人をいう。 

(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等か

ら申込みを受けた当該空き家等の情報を市内への定住等を目的として空き

家等の利用を希望する個人に対し提供する制度をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げ

るものではない。 

（協定の締結） 
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第４条 市長は、空き家・空き地バンクを円滑に運営するため、宅地建物取引

業法（昭和２７年法律第１７６号）第７４条第１項に規定する宅地建物取引

業協会（以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項について協定を締結す

るものとする。 

(1) 次条第２項の登録に必要な調査に係る協力に関する事項 

(2) 空き家等の売買及び賃貸借に係る契約交渉の仲介に関する事項 

(3) 前２号の事項に関し、宅建協会に提供する個人情報の取扱いに関する事

項 

（登録申込等） 

第５条 空き家・空き地バンクに空き家等を登録しようとする所有者等（以下

「登録申込者」という。）は、田原市空き家・空き地バンク登録申込書（様

式第１号）に田原市空き家・空き地バンク登録カード（様式第２号）を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確

認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して、田原市空き家・空

き地バンク登録台帳（様式第３号。以下「空き家・空き地台帳」という。）

に登録し、田原市空き家・空き地バンク登録完了書（様式第４号。以下「登

録完了書」という。）により当該登録申込者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしていない空き家等で空き家・空き地バ

ンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による

登録を勧めることができる。 

４ 第２項の規定による登録の有効期間は、登録した日から３年間とする。た

だし、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録することができるもの

とする。 

（空き家・空き地バンクの対象外空き家等及び所有者等） 
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第６条 所有者等は、空き家等又は所有者等が次の各号のいずれかに該当する

ときは、前条第２項の規定により空き家・空き地バンクに空き家等を登録す

ることができない。 

(1) 空き家に居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が併存し、当該

居住の用に供する部分の面積が当該空き家の延べ床面積の２分の１未満の

場合 

(2) 空き家等が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第３項に規

定する市街化調整区域に存在し、当該空き家等が愛知県開発審査会基準第

１７号（平成３０年４月１日施行）本文に規定する「市街化調整区域に関

する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張さ

れた際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののう

ち、おおむね５０戸以上の建築物が連たんしている土地」に該当しないと

市長が認めた場合。ただし、当該空き家等における不特定の者による住宅

の新築、改築又は用途の変更について、都市計画法第４３条第１項に規定

する許可が不要と判断されると市長が認めた場合はこの限りでない。 

(3) 空き家等が明らかな違反建築物の場合 

(4) 空き家等が差押えを受けている場合 

(5) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員と密接な関係を

有する者（以下「暴力団関係者」という。）である場合 

（登録事項の変更） 

第７条 登録完了書を受けた登録申込者（以下「登録者」という。）は、空き

家・空き地台帳に登録された内容に変更があったときは、田原市空き家・空

き地バンク登録変更届出書（様式第５号）に登録事項の変更内容を記載し、
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市長に届け出なければならない。 

（登録の取消し） 

第８条 登録者は、空き家・空き地台帳の登録を取り消すときは、田原市空き

家・空き地バンク登録取消届出書（様式第６号）を市長に届け出なければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する届出書の提出があったとき又は空き家・空き地台

帳に登録された空き家等（以下「登録物件」という。）に係る所有権その他

の権利に移動があったことを確認したときは、当該登録物件の登録を削除す

るとともに、田原市空き家・空き地バンク登録取消通知書（様式第７号）に

より当該登録者に通知するものとする。 

（情報提供及び利用登録） 

第９条 市長は、登録物件について、情報の一部を公開するものとする。  

２ 登録物件について、詳細情報の提供又は交渉等の申込みを希望する者（以

下「利用申込者」という。）は、田原市空き家・空き地バンク利用登録申込

書（様式第８号）に田原市空き家・空き地バンク利用登録明細書（様式第９

号）を添えて市長に申し込まなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあった場合は、その内容を

確認の上、次条に規定する要件を満たし、適切であると認めたときは、田原

市空き家・空き地バンク利用台帳（様式第１０号。以下「利用台帳」とい

う。）に登録し、田原市空き家・空き地バンク利用登録完了通知書（様式第

１１号。以下「利用登録完了書」という。）により当該利用申込者に通知す

るものとする。 

４ 市長は、利用登録完了書を受けた利用申込者（以下「利用者」という。）

が登録物件に関する情報又は交渉を希望する場合は、必要な範囲において、

情報提供又は交渉の紹介を行うものとする。 
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５ 第３項の規定による利用登録の有効期間は、登録した日から３年間とす

る。ただし、改めて利用登録の申込みを行うことにより、再登録することが

できる。 

（利用登録の要件） 

第１０条 利用申込者は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。 

(1) 登録物件に定住し、又は定期的に滞在し、田原市の自然環境、生活文化

等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者  

(2) その他市長が適当と認めた者 

（利用登録の変更） 

第１１条 利用者は、利用台帳に登録された内容に変更があったときは、田原

市空き家・空き地バンク利用登録変更届出書（様式第１２号）に登録事項の

変更内容を記載し、市長に届け出なければならない。 

（利用登録の取消し） 

第１２条 利用者は、利用台帳の登録を取り消すときは、田原市空き家・空き

地バンク利用登録取消届出書（様式第１３号）を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する届出書の提出があったとき又は利用者が次の各号

のいずれかに該当するときは、利用台帳の登録を削除するとともに、田原市

空き家・空き地バンク利用取消通知書（様式第１４号）により利用者に通知

するものとする。 

(1) 暴力団員又は暴力団関係者であると認められるとき。 

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害

するおそれがあると認められるとき。 

(3) 申込内容に虚偽があると認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。  
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（交渉の紹介） 

第１３条 第９条第４項の規定により登録物件の利用交渉の紹介を希望する者

は、田原市空き家・空き地バンク登録物件交渉申込書（様式第１５号）及び

田原市空き家・空き地バンク申込誓約書（様式第１６号）により市長に申し

込まなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査した

上、田原市空き家・空き地バンク登録物件交渉通知書（様式第１７号）によ

り宅建協会に通知するとともに、その旨を登録物件の登録者に通知するもの

とする。 

（交渉結果の報告） 

第１４条 宅建協会は、登録物件の売買又は賃貸借に係る契約の交渉を行った

ときは、その結果を田原市空き家・空き地バンク登録物件交渉結果報告書

（様式第１８号）により、市長に報告しなければならない。 

（契約成立後の登記） 

第１５条 交渉により契約が成立した空き家等については、不動産登記を行う

ものとする。 

（登録者と利用者の交渉等） 

第１６条 市長は、登録者と利用者の登録物件に関する交渉並びに売買及び賃

貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。  

（助言） 

第１７条 市長は、登録者又は利用者に対して必要な助言をすることができ

る。 

（委任） 

第１８条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 
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この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の田原市空き家・空き地バンク実施要綱

の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市空き家・空き

地バンク実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正し

て使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第３号の規定は、この要綱の施行の日以降に第５条の規定

による登録の申込みをされた空き家等について適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第２号の規定は、この要綱の施行の日以降に第５条の規定

による登録の申込みをされた空き家等について適用する。  

 


